
報告事項 ２

第９期南部町介護保険事業計画の作成について

資料２
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南部町介護保険運営協議会

令和５年度 第１回南部町介護保険運営協議会

日時 令和５年９月14日（木） 午後６時

場所 南部町健康センター 集団指導室



市町村
介護保険事業計画
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出典：全国介護保険担当課長会議（令和５年７月31日）【厚生労働省】



【国資料】介護保険事業（支援）計画について

2出典：全国介護保険担当課長会議資料（令和５年７月31日）【厚生労働省】



地域課題の現状分析

【参考】第８期南部町介護保険事業計画

現在

Ⅰ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進

Ⅱ 在宅ケアの充実及び連携体制の整備

Ⅲ 介護サービス等の充実・強化

Ⅳ 認知症施策の推進

Ⅴ 高齢者が安心して暮らせるまち・住まいの基盤整備

Ⅵ 健康寿命の延伸に向けた健康づくり

Ⅶ 高齢者の社会参加と生きがいづくりの支援

第８期計画の目指す基本理念を実現するため、７つ重点施策を位置付け、推進していきます。

出典：第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画（令和３年３月） 3
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【参考】第８期保険料基準額（月額）県内市町村別◇
（円）

7,400円
南部町 7,400円

全国平均値 6,014円

青森県平均値 6,672円

県内市町村 6番目/40保険者

6,672円

6,014円

【参考】第８期保険料基準額（月額）県内市町村別

（第８期） 7,400円 青森県内（40市町村）では、6番目に高い

出典：各市町村高齢者人口等に関する調査（青森県国民健康保険団体連合会）

保険料基準額：計画期間中（３年間）において南部町で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の負担分（23％）÷南部町に住む65歳以上の人数
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【参考】保険料基準額（月額）
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【参考】第１号被保険者の保険料

保険料基準額をもとに低所得者の負担が重くなりすぎないように、所得に応じて９段階に調整されます。

住民税
所得の状況 調整率 月額保険料 年額保険料

世帯 本人

第１段階

全
員
が
課
税 非

課
税

●生活保護受給者 ●老齢福祉年金受給者
●本人の課税年金収入等が80万円以下

0.30 2,220 円 26,640 円

第２段階 ●本人の課税年金収入等が80万円超え120万円以下 0.50 3,700 円 44,400 円

第３段階 ●本人の課税年金収入等が120万円超 0.70 5,180 円 62,160 円

第４段階

世
帯
員
に
課
税
者
が
い
る

●本人の課税年金収入等が80万円以下 0.90 6,660 円 79,920 円

第５段階 ●本人の課税年金収入等が80万円超 1.00 7,400 円 88,800 円

第６段階

課
税

●本人の合計所得金額が120万円未満 1.20 8,880 円 106,560 円

第７段階 ●本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 1.30 9,620 円 115,440 円

第８段階 ●本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 1.50 11,100 円 133,200 円

第９段階 ●本人の合計所得金額が320万円以上 1.70 12,580 円 150,960 円

出典：第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画（令和３年３月） 6
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【国資料】第９期介護保険事業計画の作成プロセス

7出典：全国介護保険担当課長会議資料（令和５年７月31日）【厚生労働省】



【国資料】第９期介護保険事業計画の作成スケジュール

8出典：全国介護保険担当課長会議資料（令和５年７月31日）【厚生労働省】

現在



【南部町】計画作成スケジュール

11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

南部町

運営

協議会

国
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令和５年 令和６年

各種調査の実施
・ニーズ調査

・在宅介護実態調査など

計画作成準備
・調査結果の分析

・第８期計画の振り返り

推計作業
・地域包括ケア「見える化」

・サービス見込み量、保険料

議会報告
・保険料

・条例改正

・最終案

第１回 第２回 第１回 第１回 第２回 第４回 第５回

・計画案
・保険料案

・素案
・保険料案

・国の動き
・スケジュール

・各種調査の
報告

・国の動き
・スケジュール

・国の動き
・各種調査

基本計画案の
提示

基本的考え
方を提示

基本方針の
告示

介護報酬改正
見直しに
関する意見

【継続】第８期計画の進捗管理（サービス見込み量、介護予防の取組・目標の進捗管理等）

【国】制度改正準備

国の第９期介護保険事業計画の作成に向けたスケジュールを基に、町では下記のスケジュー
ルで計画を作成します。

現在

●ヒアリング（県）

第３回

●人材推計 ●人材推計

●サービス量集計 ●サービス量集計 ●サービス量集計●課長会議



【参考資料】
国の検討状況
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出典：全国介護保険担当課長会議（厚生労働省）（令和５年７月31日）



計画作成にあたり押さえるべき国の会議

① 社会保障審議会介護保険部会

介護保険制度の施行状況を踏まえ、介護保険制度に関する課題

及びその対応策等について議論するために社会保障審議会に設

置された専門部会

② 全国担当課長会議（介護保険、高齢者保健福祉）

計画作成にあたる調査や推計ツール、基本指針等が国から自治

体に対して示される会議

③ 全世代型社会保障構築会議

働き方の変化を中心に捉えながら、社会保障全般にわたる改革

を検討する会議
11



【国資料】第９期計画の基本指針のポイント

12出典：全国介護保険担当課長会議資料（令和５年７月31日）【厚生労働省】



【国資料】第９期計画において記載を充実する事項（案）

13出典：全国介護保険担当課長会議資料（令和５年７月31日）【厚生労働省】



介護保険制度見直しの主な内容

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進

●在宅サービスの基盤整備

複数の在宅サービスを組み合わせて提供する複合型サービスの

新設を検討

●ケアマネジメントの質も向上

適切なケアマネジメント手法の更なる普及・定着

●施設サービス等の基盤整備

特養における特例入所の運用実態の把握、趣旨の明確化

●地域包括支援センターの体制整備等

介護予防支援の指定対象を居宅介護支援事業所に拡大
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介護保険制度見直しの主な内容

Ⅱ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の

確保

●施設や在宅におけるテクノロジー（介護ロボット・ICT等）の活用

相談窓口を通じた体験展示、研修会、個別相談対応等の推進

在宅におけるテクノロジー活用に関する調査研究

●介護現場のタスクシュアリング・タスクシフティング

介護助手の業務切り分け、制度上の位置付け等の検討

●財務状況等の見える化

介護サービス情報公表制度で、介護サービス事業者の財務状況

公表
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給付と負担の検討結果 ※前回の協議会報告からの経過

16

検討の内容 スケジュール（検討結果）

１号保険料負担の在り方 今夏までに結論 → 年末までに結論
※今後、介護保険部会等において議論を行う

現役並み所得（３割負担）の判断基準見直し 今回見送り

一定以上所得（２割負担）の判断基準見直し 今夏までに結論 → 年末までに結論
※今後、介護保険部会等において議論を行う

老健、介護医療院の多床室の室料負担導入
今夏までに結論 →
第10期計画期間の開始までに結論

ケアマネジメントの利用者負担導入 第10期計画期間の開始までに結論

要介護１、２の生活援助の総合事業移行 第10期計画期間の開始までに結論

出典：全国介護保険担当課長会議資料（令和５年７月31日）【厚生労働省】


